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第２回渡川流域学識者会議の開催について

渡川水系河川整備計画の検討にあたり、 第２回「渡川流域学識者

会議」を、２月７日（金）に四万十市内において開催いたしますの

で、ご案内いたします。

開催・傍聴等に関する詳細は（別添資料－１）のとおりです。
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（別添資料－１）

第２回「渡川流域学識者会議」の開催について

第２回「渡川流域学識者会議」について下記のとおり開催しますので

お知らせします。

記

１．開催日時

平成２６年２月７日（金）１３時００分から（受付開始１２時３０分）

２．開催場所

四万十社会福祉センター ２階 大会議室

住所：四万十市右山五月町８－３ 別紙１のとおり

３．議 事（予定）

・渡川水系河川整備計画（高知県管理区間）の策定について

・現地調査

・その他

４．公開等

・会議は公開で開催します。

・傍聴を希望される方は、当日１２時３０分から受付を開始します。

・傍聴受付は先着順とさせていただきます。

・一般の傍聴は、会場運営の都合上、室内会議部分のみとさせていただき

ます。

・現地調査時の取材は可能ですが、調査箇所への移動は各社でお願いしま

す。また、移動の際には、安全運転には十分ご留意下さい。

・取材に際しては、別紙２の「取材についてのお願い」を遵守してくださ

い。

・一般傍聴に際しては、別紙３の「傍聴要領」を遵守してください。



（別紙１）

●中村地方合同庁舎

●四国労働金庫中村支店

アピアさつき● ●JA高知はた農協

中央公民館●

国
道
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号
線 ●中村第一ホテル

四国銀行●
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●中村警察

○四万十市社会福祉センター

　四万十市右山五月町８－３ 　TEL０８８０－３５－３０１１

　※土佐くろしお鉄道「中村駅」より徒歩１０分程度
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（別紙２）

「渡川流域学識者会議」

取材についてのお願い

（取 材）

１）会議を取材しようとする方は、会議場に入室する前に受付において

「報道関係者受付簿」に必要事項を記入し、「報道」と記載されたプ

レ－トを着用して下さい。

２）報道関係者は、会議場内において次の事項を遵守して下さい。

①報道関係者の方はあらかじめ用意された席で取材願います。

②携帯電話は電源を切るかマナーモードにして使用しないで下さい。

③報道機関用の席でPC等の使用は、議事や他の傍聴者等の迷惑になら

ない限り可能です。なお、取材に必要となる電源は各社で用意して

ください。

３）現地調査時の移動は各社でお願いします。また、移動の際には、安

全運転には十分ご留意下さい。



（別紙３）

「渡川流域学識者会議」傍聴要領

（主旨）

この要領は、「渡川流域学識者会議」（以下「会議」という。）の議事を円

滑に進めるため、傍聴に関し必要な事項を定めたものです。

（会議の傍聴）

１）会議を傍聴しようとする方は、会議場に入室する前に受付において「傍

聴者受付簿」に必要事項を記入し、「傍聴者」と記載されたプレートを着

用してください。

２）傍聴者は、会場内において次の事項を遵守してください。

①会議における発言等への批判、可否の表明、拍手などをしないこと。

②発言、私語、談論などをしないこと。

③プラカード、はちまき、腕章などをしないこと。

④ビラ、資料等の配布はしないこと。

⑤携帯電話は、マナーモードもしくは電源を切り、使用しないこと。

⑥みだりに傍聴者席を離れないこと。

⑦その他、会場の秩序を乱したり議事の妨げになるような行為は行わない

こと。

３）事務局は、傍聴者が上記に掲げる事項を遵守しない場合は、傍聴者に退

室を指示することがあります。

４）事務局が退室を指示したときは、速やかに退室してください。

５）以上のほか、傍聴者は事務局の指示に従ってください。


